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①地方公共団体カーボ

ン・マネジメント事業

への応募申請書の開示

について 

 

Ｑ．貴市が、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助

金」（地方公共団体カーボン・マネジメント事業のう

ち、事務事業編等の強化・拡充支援事業（第１号事業））

の申請時に提出した、応募申請書の内容を開示してい

ただくことは可能でしょうか。 

Ａ．開示しません。ただし、応募申請書内の調査対象

施設に関しては当該プロポーザル実施要領８、資料の

提供（３）調査対象施設財産台帳を公開しています。

 

 

 

 

 

 

②類似業務実績につい

て 

 

Ｑ．同種業務としては地方公共団体における地球温暖

化対策実行計画（事務事業編）策定と地方公共団体カ

ーボン・マネジメント強化事業に関する業務が該当す

ると思いますが、類似業務にはどのような業務が位置

づけられますか。 

また、規模の大きい順に記載することとあります

が、記載件数または年数に限度はございますか。 

Ａ．当該事業の仕様書の業務内容（１）～（５）と関

連又は類似する業務を指します。規模とは事業費を指

し、記載件数や年数の限度は設けておりません。 

 

 

 

 

③省エネ診断の実施に

ついて 

 

Ｑ．仕様書に省エネ診断についての記載がございませ

んが、省エネ診断を実施する施設数はいくつをお考え

ですか。 

Ａ．省エネ診断の記載はありませんが、当該業務仕様

書の３、（２）に記載した通り、省エネ診断や温室効

果ガス排出抑制ポテンシャル調査などを含む省エネ

対策を検討、提案ください。また、調査対象施設につ

いては質問①の回答をご覧ください。 



 

 

 

 

 

④会議等の運営支援に

ついて 

 

Ｑ．仕様書に庁内会議等の開催や参加について記載が

ございませんが、庁内会議や策定委員会の開催のご予

定はございますか。また、開催される場合につきまし

ては受託業者の参加については何回をご予定してい

ますか。 

Ａ．あらかじめ質問のような会議等は設定しておりま

せんが、当市では、ＩＳＯ14001 に基づいた環境マネ

ジメントシステムを運用しており、「エコ・プラン２

１」においても、このマネジメントシステムや環境組

織を活用して管理しております。本事業終了後に「エ

コ・プラン２１」を改定しますので、当然環境組織と

の会議は必要と考えております。 

 

 

⑤成果品について 

 

Ｑ．別紙仕様書の「４ 成果品」について、（１）～

（５）の必要部数はそれぞれ何部でしょうか。 

Ａ．（１）～（４）は２部、（５）は電子媒体（ＣＤ－

ＲＯＭ等）１枚提出ください。 

 

 

 

 

 

 

⑥業務の目的について 

 

Ｑ．既存のエコ・プラン 21 の実績報告においても、

集計対象は非エネ CO2 排出量を含んでおらず、エネル

ギー起源の CO2 排出量のみです。今回の（５）エコプ

ラン 21 改定サポートでは、マネジメントの対象とす

るのはエネルギー起源の CO2 排出量のみという理解

で問題ないでしょうか。 

Ａ．政府の地球温暖化対策計画では、エネルギー起源

の CO2 排出量を約４０％削減することを目標として

おります。よって本事業の調査もエネルギー起源の

CO2 に限定して構いません。しかし、上記削減目標を

クリアしたうえで、非エネルギー起源の（CO2 以外を

含む）温室効果ガスの調査を妨げるものではありませ

ん。 

 

⑦調査対象施設等に対

する省エネ対策の検討

について 

 

Ｑ．（３）対象全施設の省エネルギー対策計画の作成

の「エネルギー区分の変換」とは、再生可能エネルギ

ーへの転換及び低炭素燃料への変換の両者を含むと

いう理解で問題ないでしょうか。 

Ａ．その通りです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

⑧書類の提出について 

Ｑ．企画提案書を複数社により共同で提出する場合の

参加表明書および類似業務実績調書はどのように提

出すればよろしいでしょうか。 

 参加表明書は代表企業として、企業概要書および類

似業務実績調書を代表企業および共同実施企業が

各々で作成して提出すればよろしいでしょうか。 

または、企画提案資料内でこれについて説明すれば

よろしいでしょうか。 

Ａ．参加表明書及び企画提案書は代表企業名で提出い

ただきます。 
 企業概要は各企業の概要が必要です。類似業務実績

調書は業務ごとに受注した企業が分かるよう記載く

ださい。 
 また、企画提案資料内での説明については、提案者

にお任せしますが、業務実施体制、実施方針や業務フ

ローなどで共同の体制や理由など必然的に説明され

ると考えます。 

 

 

⑨ヒアリングについて 

Ｑ．最終審査における説明者に関して、共同する会社

各社（業務従事者）が分担して説明することは可能で

しょうか。合計３名の出席を想定しています。 

Ａ．当該事業に従事予定の方を含む３人以内としてお

りますので、質問のケースは問題ありません。 

 
 
 


